
第 2号^様式 (1)②

(単体発注・事後審査型)

那覇港管理組合一般競今入札公告第13号

地方 自治法 (昭和22年法律第67号)第234条第 1項の規定により、一般競争入札 (以下 「入札こ としヽ う。
1

実施するぅ
                                           |

令下HI子4夷 4日
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料
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手甲_者 玉城  康

オ

1 入札に付する事項

郎覇総
攣頸蘊る
糟醸麟

(1) I 事 名 那覇クルーズター ミナル荷物搬送設備設置工事

(2) 工 事 場 所 那覇港治ふ頭地区 (那覇クルーズター ミナル )

(3) 工 不壺 建築―式工事

(4) 工 事 内 容 建築下式工事

(5) 工 朝 契約締結日の輩日から令和8年 1月 12日 まで

(6) 設 計 金 額 128,150,000円    (税 込)

(7) 資 格 審 査 方 法 事後審査型  ＼人札参加資格の審査を開札後に行 うc

(8) 最 低 制 限 価 格

本入札衆件は、最
‐低制限価格が設定されているため、最低制限価格未満の入札者は落

本と者となることができない。
※那覇港管理組合が発注する建設工事等に係る最低箸!限価格取扱要領
(httos://nahapOrt.jう /business/contract/)

(9) 適 用 す る 労 務 単 価 令和 74卜 3月 労務単価
※本工事の予定価格は、左記に示す公美工事設計労務単価を適用し
て積算しており、入札参加者は同単価をi直用して見積 りを行い入札
すること。

(10)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、右表の う
ち、0印 を付 した制度等
の適用がある。 )

O ジサイクル法
本工事は、 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (平

成12年法律第104号 )に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

議会議決

本工事は、議会の議決に付すべき契約及び翔
｀
藤の取得又は処分に関

する条例第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要するため、
落本L決定後は落札者 と工事請負仮契約を締結 し、議会の同意の議決
を経て通知 モノたときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とした年度開始
(予算成立)菖1か らの準備手続きであり、予算成立後に効力を生じ

る事業である.従つて、議会において当初 (補正)予算案が否決さ
れた場合は、契約を締結 しない。またヽ次早度当初 (補正)予算成
立後においても、国庫文出金に係る交付申諦等の手続きの関係上、
入札を廷期する場合がある。

準備手続き

(交付決定講 )

本手続きはそ国庫支農金に係る予算使用を高t提 とした事前準備手続
きであり、交付決定稜に効力を生 じる事業であるこ従つて、交付申

請等の手続きの関係上、入札を廷鋤する場1合 がある◆

準備手続き
(繰越承認前 )

本手続きは、議会における繰越承認を前提とした事前準備手続きで

あり、議会承認後に効力を生 じる事業である。従って、議会におい

て本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、入社を延期又
は中止することめミぁる9ま た、予算の繰越承認後にお↓ヽても、国庫
支出金に係る繰越 (ヨ債)手続きの関係上、入札を延期する場合が
ある。

債務負押行為工事
本工事は、債務負担行為に係る契約の特則のi適用を受ける工事であ
る。

入札時積算
数量書活用方式

本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事であるり
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2 入札参加資椿

次に定める要件をすべて満たしている有資格業者であること。

(1) 業 種 建築工事業

特 A等級又はA等級

令和6・ 7年度

(1)の業種において (2)の等級を有することについて、
(3)に表示する年度に那覇港管理組合建設工事競争入オし参
資格及び指名基準等に関する規程第 7条第 R項による建設

業者格付ネ簿への登録が澄)る こと。また、1と設業法に定める

(4)の許可を受けた者であること。
特定建設業

(2) 等 級

(3)
建設 工事 入札参加 資
格 名 簿 登 録 年 度

(4) 許 可 区 分

(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(6)
建設業法第27条 の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果逓知書が有効期限内にある

こと。

(7)
資格確認申請書提出期限から当該工事の落本と決定日までの「■]に おいて、那覇港管理組合の指名停止措置を受 tす て

いないこと.

(8)
会社更生法に基づき更生手続きFォ弓始の申立てがなされている者又は民事■」生法に基づき再生手続き開始ブ)申 立て

がなされている著 (手続き開始の決定後、人札参加資棒の再認定を受けている者を除く。)で tま ないこと。

(9)
警察当局から、暴力霊員が実質的に経営を支配する建設業者叉tま これに準ずるものとして、ヨL覇港管理紳合発注

工事等からの排除要請がま)り 、当該状況が継続している者でないこと.

(10)

入札に参加 しようとする者の閣に以 ドの墓準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるた |う に当事者間で連絡を取ることは、那覇港管理組合競争契

約入礼心得第 3条第 2項の規定に抵触するものではないぅ

ア 資本関係
次のいず漁′かに該当する三者の場合9

(a)子会社等 (会社法 (平成 17年法律第86号)第 2条第 3号の 2に規定する子会社等をいうっ以 ド同じ⇔)

と親会社等 (同条第 4号の 2に規定する親会社等をいう。以下同 じ。)の 関係にある場合
(b)親 会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合.ただし、 (a)についてはく会社等 (会社法施行規則 (平成18年法務

省令第12号)第 2条第 3項第 2号に規定する会社等をいうさ以下同じ。)イブジー方が民事再生法 (平成11年

法律第225号)第 2条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律第154号 )舞 2条第 7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)一 方の会社等の役員 (会社法沌行規則第 2粂第 3項第 3号に規定する役員のうち、次に掲げる者を
い う。以 ド同じD)力式、他方の会社等の役員を現に兼ねている坊合

1)株式会社の取締役.ただし、次に掲げる者を除くと

①会社法第2条第11号の2に規定する強査等委員会設置会社における監査等委員であるJX締役

②会社法第 2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15号に規定する社外取締役

O会社と第34S条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 しないことと

されている取締役                               ヽ

2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又すよ合・l会社をいう。)の社長

(周法第590条第 二項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 しないこととされ

ている社員を除く。)

4)綿合の理事
5)その他業務を執行する者でをらつて、 1)から4)ま でに掲げる者に準ずる者

(b)一 方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項叉は会社更生法第67条第 1項の規定に
より選任さ漁ノた管財人 (以下単に管員す人という。)を現iこ 兼ねている場合

(c)一 方の会仕等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の人札の適Fさ が阻害されると認められる場合。

組合 (共同企業体を含む。)と その構成員が同一の入本とに参加 し′ている場合その他上記ア又はイと同視
しうる資本関係又は人釣関係があると認められる場合。
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(11)
本 工 事
業 務 等

イこ 係 る 設 計
受 託 者の

株式会社 アァキ 5D

原則 として上記に表示する当該工事に係る設計業務等の受託者 (受託者が設計共同体の場
合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ9)又は当該受託者と資本若
しくは人事画において関連がある建設業者でないことD

(12)

施
工
実
績

対 象 期 間
碧 平成27年 4月 1悧 左記の期間内に ド記の対象工事を元請として施工し、完成 r

引渡 しが完了 した施工実績を有すること。至  令和7年 4月 18日

対 象 工 事 那覇港管理組合、沖縄県、国又は県内市町村が発注した建築 式工事

備 考
特定 」V又は経常 JVの構成員としての施工実績は、出資比率20%以 liの ものに限り対
象とする◇       . ヽ

(13)

配
置
予
定
技
術
者

資 格 区 分
1級建築士又は1級建築施

工管理技士

左記に掲 tデ る要件 を満たす監理技術者を当該工事に専任で

配置できることの配置予定技術者がチノロと在他の工事に従事 して
いる場合は、契約締結時に当該工事に配置できること。な
お、特例監理技術者の配置については、特記仕様書を確認す
ること。

備 考 ア

イ

ツ

監理技術者にあつてti、 監逆技術寺資格者証及び監理技術者講習修了証を有する
者であること。

配置予定技術者にあつては、入本と日前に3か月以 I争の直接的かう恒常的な,ど用関
係があること.

配置予定技術者の専任を要 しない朝間については、設計区1書等で確認することし

(14)

その他の条件

(右表の うち、○印を付
し́た条件を満たすことを

要する。 )

③ 地域要件
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、人重頑町、与
那原町、宜野湾市、西原町内に建設業法に基づく主たる営業所が存在す
ること。

経営事項
審査評定値

(ア ) 入札 日前現在で左記の (ア )1こ示す工極の経営
事項審査における直近の総合評定値が、 (イ)に

示す点数以 Lに あること。(イ )

(15) 取 抜 け 案 件

以 ドの工事を落札 した者は、本工事の落札者 となることはできない。

・該当無 し

3 設計図書等の配布、質 ,付H及び優節]答

設 計 図 書 等 の 配 布

期 間 自 冷和7年4月 4日  (全 ) 至 令和7年4月 18H 盗 )

配 布 方 法 那覇港管理組合ホームペ t― ジにて配布する,(https:〃nahaport.jp/)

問 い 合 せ 先

3階

総務課 財務班

那覇市通堂町 2番 1孝

那鞘
~港

管理綿合 総務部

電話 09辟 8682585

質 問 ・ 回 答 期 間 等

(1)入札・契約手
続に関す ること

那覇市通堂町 2番 1号  3階
部覇港管理糸H合 総務部 総務課 財務班

賞ヨ言舌  098-868-2585      FAX  098-868-2629

(2)上 記 (1)以 外
に 関 す る こ と

郭覇市通堂町 2番 1号  2階
郭覇港管理糸H合 企画建設部

電話 0988680336
計画建設誤

提 出 期 間
白  令和7年 4月 4日  盗)  ～  至 令和7年 4月 23日 (水 )

上記期間の土日及び机 日を除く毎日、 9時から16時までc

提 出 場 所 L記 (1)に 1司 じc

提 出 方 法 篭送 (FAX又 はメール (sbumu_nvuこ atsu@nahaport.jp))又 は持参

回 答 方 法
那覇港管理組合ホエムページ (https:〃 nahaport.」 p/)及び上記 (1)におい
て、以下の期関、閲覚に供すると

回 答 期 間
回答 日から  令和7年 4月 30日 (水〉 まで

上記期間の土日及び視 日を除く毎日、 9時から17時まで。
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4 資格確認申請書等の提出

5 入札手続き等

資 格 確 認 申 請 書

本競争の参加希望者は、次の書類を期限内に提出することっ
なお、期限までに提出がない場合、本競争に参加することができない。

提 出 書 類
0・般競争入本L参加資格確認中講書 (第 8弓・様式)

②返信用封筒 (入本と結果通知用 (110円 切手貼付))

提 出 期 間
白  令和7年4月 4日  (金)  ～  五 令和7午 4月 118日 (金 )

上記期間の上 回及び祝 日を除く毎 日、 9時から16時まで。

提 出 場 所
那覇市通宝町 2番 1弓・(3陪 )

総務部 総務課 財務班

那覇港管理組合

目邑言舌  098-868-2585

提 出 方 法 持参叉は郵送 (す般書留もしくは衛易書留) 提  出 都 数 1部

入  札  期  日  等

入  札  方  法

本〕i事は、紙入札とこより実施する:

入なと書等は、あらかじめ指定する日に配達されるように (「酉こ進日指定郵
便」)、 「 般審留ュ又は 「簡易審留」のいずれかの方法により郵送するこ
と9持参や普通郵便等で提出された場合、無効とする。

提 出 書 類
①入札書

②工事費内訳書
日

，
定
揮

指
札

達
入

鯉
ぐ

令和7年 4月 30日   (水 )

宛 先

〒90o-0035  剪h朝市通堂町 2番 1号

那嚢港管逆組合 総務部 総務課 財務夢

民三言番  098´ 863-2585

入 札 書 に 記 載
す る 金 額

落札決定にあたつては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に

相逹する額を加算 した金額 〔当該金額た1円未満の端数があるときは、その端
数全額を研 り捨てた金額)を もつて落札価格とするので、入卒と者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかと問わず、見
積もった契約希望金額の110分 の生00にホH当 する金額を入札書に記載するこ
と。

入 札 に 関 す る
注 意  事 項

ア 入札書のくじの数字 (任意の数字 3桁)は、同額くじ抽選が発生 した
場合に使用するため、必ず記入すること。

イ 当こ達指定椰昇外の国に属いた入札書及び工事費内訳書は、受理 しない。
ウ 入札書の日付は、開札 澤を記入すること。

工 事 費 内 訳 書
の  提   出

ア 第1回 圏の入札に際し、入本と半に記載される入札金額に対応 と′た工事
費内訳書 (様式自由)を提出すること。

イ I事費内訳書には、作成年月 日、T事名、工種、種別、細 目に相当
する項 目 (大項目でよい)に対応するものの単位、員数、単価及び
金額を明らかにと/、 商号又は名称並びに住所を記載することⅢ

ウ エ学費内訳書には、代表者印を押印することЭ      ′
工 管理者 (こ れ らの者の補ユノも者を含む。)は、提出された工事費内訳

書について説明を求めることがある。

人 札 の 無 効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認中講半等に虚偽の記載をと́た者

のした入札及び入オとに関する条件に違反 した入札
`よ

、無効とする。

入 札 の 辞 退 等

資格確認申請書の提出後、都合により入本とを辞退する場合は、開札 口時までに入札辞退届を

提出すること。
また、落札決定までの間に他の工事を落本としたことにより酉こ置予定技術者を本工事に配置す

ることができなくなつたときtま、直ちに報告すること。当該報告がなく(本人札の手続きが落

布L決定まで至bた場合、指名停止措置要領に基づく播名停上を行 うことがある。

み の 他

ア 落札候補者がいない場合は開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入 |し に1)参加する

場合は、開本と時点から立ち会 うこ滋。初度の開札時に立ち会わない参力H者は再度八札を

辞退 したそぅし分ノとみなし、再度入札への参加を認めない。
イ 代理入が再度入札する場合は、再度入札を行 う際に奏任状 (任意様式)を提出するこ

と。   ′

ウ 委任状には、■事 クロ、王事場所を記入すること。
工 再度入札参力β者叉ti再度入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の再度入札参カロ者

の代理をすることなできない。
オ 再度入札は、 1回のみとするc
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6  開本と

開   札   日  時I 令和7年 5月 1日   は ) 10:00 ※入札書の 日付

那覇港管理組合 2階大会議室
※入札者は、開札に立ち会 うことができる (再入本とにか加する場合は、開札時点から

立ち会 うこと)。

開   札   場 所
|

7 落札候補者の選定

審査にかかる書類の提出

開札後、落札者の決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格を
もつて入札を行つた者 (以下「落札候補者」という。)か ら順に競争参加資格の審査を行う。
落本と候補者は、学請時に提商した資格確認申請書の記載内容を確認できる「資格確認資料Jを
持参することっ鶏眼までに資格確認資料を提出しない場合、競争参加資格がないものとする。

なお、落本と候ネ甘1者は上位から
'貞

に3者 (上位 (ツD者 と同額の者が複数いる場合はこの限りでは
ない。)を決定し資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点でⅢ次順位以降のものの
競争参加資格の審査は行わないものとするq

通   知   日 令和7年 5月 1田  (ホ)17:00 まで (予定)に 対象業者あて通知する。

提 出 期 限 令和7年 5月 7日  (求)15:00 まで

提 出 書 類

① 酉こ置予定技術者の資格等 (様式 1)

② 同一工種 の施工実績 (様式2)

③ 資格確認申請書 (第 3号様式)の資格確認の各項目上記載と′た必要書類

提  出 部  数 1部

提 出 方 法 原則、持参

提   出  先

〒900‐0035  那覇市通童町 2番 I号

那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電話番 号・ 09886S-2585

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参加資格の確認は〔隣札後、申請書等の提出期限の日をもって行 うものとし、その結果
は以下の日までに書面により通無する。

令和7年 5月 9日 瞼)(予慮)                   、

なお、落札候補者について競争参加資棒が確認され適格者であることが確認できた場合は、
落札者決定通矢目をもって資格確認結果の通知に代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
帯葺後審査の結果、落札優補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合は、当該落札候

補者を薄札者 とするっまた、その結果は、全人札参加若に通知する。

競争参加 資格がない と認
め られ た者 がその理 由に
来|し て 不 服 が あ る場 合

競争参加資格がないと認められた者は、管理者に対して競争参加資格がないと認められた理
由について説明を求めることができるさ
管理者は説明を求められたときは、普情を申し立て期限の翌日から起算して5日 以内 (体 日

を除く)に説Fllを 求めた者に対 し、書面により回答する。

提 出 期 限
競争参力日資格確認結果の遺知を行つた日の翌日から起算して 5日 以内 (休

日を除く)と する.

提   出  先 那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

提 出 方 法
書面 (様式自由)を持参すること9郵送又1ま電送 (メ ールやOAX)に よるも

のは受け付けない。

本 入 札 に 係
資 料 の 取 扱

る
と`

ア 資格確認中講半等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担些者は、提出された資格確認申請書等について、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された資格確認申請書等は、返却 とない。
工 提出期限内に限り、資格確認申請書等の修正、差 し替え、追力H、 再提出を認める。
オ 提出期限を過ぎた場合、資格確認申請書等tよ受け付けないを
力 資格確認申請善等の受理後、書類内容を審査 し、書類の記載漏湘ンや添付漏れ等が

あつた場合は競争参加資格無 ととなり、藩札者となることすまできない。
キ 資格確認中諦書等に虚偽の記載をした場合、指名停止措置要額に基づく指名停止

を行 うことがある。
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8 入札保証金及び契約保証金

9 その他の事項

入 札 保 証 金

入札保証金の金額等は、現金又は管理者が確実 と認める有価証券等をもつて見積 る契約金額
の100分 の5以上を納付するものとするっただ し、次のいずれかに該当する場合は、「入本と1保証金
の納付を免除する。

ア 保険会社 との間に組合を被保険者 とする人札保証保険契約を締結 したとき。
イ 園 (独立行政法人含む。)又は地方公共団体 とその種類及び規模をほぼ同 じくする契約

を締結 した実績を有 し、これ らの うち過去 2箇年の間に履行戴限の到来 した二以 上の契約
を全て誠実に履行 した者。

なお、次の考は入札に関する条件に違反 した t)の として、その人札を無勤 とする。
(1)理 限までに入札保証金の納付、若 しくは納付に代わる_L記ア、イのいずれかに係る書類
の提出のない者

(2)入 なと保証金の金額等が上記の条件に満たない場合
(3)入 本と保証金等の納付等に係 る書類に不備があった場合
また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。

※入札保証金を免除 した落札者が契約を結ばない場合、損害賠償金 として、入札金額に消費
税及び地方消費税を加えょた額f)100分 の 5を那覇港管理組合に納付 しなければならない。

※イにより入札保証金の免除を受ける場合は、様式 「地方公共団体等契約状況確認Jを提出
十ること。

提 出 期 限 令和7年 4月 28日 (月 )17:00 まで

提 出 先

〒9000035  那覇市過監町 2番 1辱 ^

郡覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電話番号 0988682585

入 札 供 証 金
(現 企 納 付 )

提 出 方 法

ア 「ノ、札保証金納付審発行依頼書」を持参すること。
※要字前連絡

イ 組合が発行する納入通知書により金融機関で保証金を
納付 し、領収書 (写)を 上記期限までに提出づ

^る こと。

入札保証保険証券・入

社保証毒・地方公共団
体等契約状況確認資本|

提 出 方 法 持参又は郵送 (士il達が確認できる方法にて送付すること)

保 険 期 間
保 証 期 間

開|ヒ ロから2か 月とサ
｀
る。

有 価 証 券 等
受入 同時 。受入方法等の調整があるので、事前に上記担当課まで連絡する

こと。

契 約 保 証 金

契約を結ぼうとする者は、剪h覇港管理組合契約規卿↓第 4粂及び建設工事請負契約書第 4条の
定めるところによりt契約保証金を納めなければならない。ただし、有価証券等の提供又 tま銀
行、契約担当者等が確実と認める金融機関若 と/く は保証事業会社 (公共4事の前払金保証事業
に関する法律 (昭和27年法律第184号 )第 2条第 4嘆に規定する保証事業会社をいう。)の保証
をもつて契約保証金の納付に代えることができる。

また、那覇港管理組合契約規則第4条第 1項各号に該当する場合は、契約保証金を免除す
るё

阻 置 予 定 技 術 者
の   確   認

落札決定後、ヨジンズ等により酉こ置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、
契約を結ばないことがある。

なお、病気・死亡・退職等の場合でやむを得ないととンて承認された場合の外は、資格確認
申請書等の差替えは認められないぅ
病気等の特別な理由によりやむを得ず酉こ置予定技術者を変更する場合は12に掲げる基準を

満たと́、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置 しなければならない。

支 払 条 件

前  金   払 契約金額の40%以 内

部  分   払
適用あり
※那覇港管理組合契約規員1第41条の規定回数の範囲内

契 約 締 結 時 期
本工事に係る契約は、春札者の決定後、 7癬 以内に締結する。ただ し、管理者が特に指示 し

たときはこの限 りではない。

請 負 代 金 等 の 変 更

本工事の契約締結後、本工事の講負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事
を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議叉は関連する工事の予定価格の算定は、本工事
の請負費率 (当イプl契約額■当初設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗 じた額で行
うっ

入 札 参 加 者 等
の 遵 守 事 項

入札参加者は、那覇港管理組合競争入札心得、建設工事請負契約約秋及び仕様書を熟読し、
これを避守すること。
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